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酒田港港湾計画の軽易な変更の意見照会結果 
 

 

  

 

照会先 
計画変更に 

対する意見 
コメント、関連する意見・要望等 

財務省 

東京税関酒田税関支署長 
1/15 なし 

酒田港港湾計画資料（案）について 

４ページ目 2-2（2）旅客船埠頭の必要性として 

「世界のクルーズ観光が増加傾向にあるなか、日本に寄港するクルーズ船は 

ラグジュアリークラスやエクスペディション船と呼ばれる探検型のクルーズ

船の寄港が増加している状況にある。これらのクルーズ船は、比較的小型の船

舶が多く、酒田港においてもそれらの寄港が増加傾向にある」 

との記載があるところ、この前段の（１）の表 2-3には実績が載せてあります

が、単純に諸元だけの一覧であり、これだけを見ても小型クルーズ船が「増加

傾向」にあると見ることはできません。その点、補足する追記などが必要では

ないかと考えます。 

国土交通省 

東北運輸局山形運輸支局長 
1/16 なし ‐ 

海上保安庁 

第二管区海上保安本部酒田海上保安部長 
1/9 なし 

軽易な変更に基づき実施される工事及び整備後の施設利用にあたっては、当庁

航路標識（灯浮標）への影響が想定されることから、今後、担当部課間におけ

る協議及び水域利用者等からの意見聴取等の調整について御配慮願います。 

酒田市長 1/14 なし ‐ 

酒田水先区水先人会会長 1/15 なし ‐ 

資料４ 
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照会先 
計画変更に 

対する意見 
コメント、関連する意見・要望等 

山形県漁業協同組合代表理事組合長 12/24 なし 

現在の東埠頭新町岸壁には漁業者と遊漁船業者が使用する泊地が隣接してお

ります。その場所には築港当時からトイレが併設されておりますが、下水路が

無いため汲み取り式のトイレ施設となっており衛生面において心配されます。 

クルーズ船の寄港によりインバウンド需要の拡大も見込める事から当該区域

への水洗トイレを新設して頂き、泊地利用の方々も使用できる施設として頂き

ますよう計画へ盛り込む事をお願いいたします。 

県環境エネルギー部長 

（担当：環境企画課） 
1/15 なし ‐ 

観光文化スポーツ部長 

（担当：観光交流拡大課国際観光推進室） 
1/10 なし ‐ 

県農林水産部部長 

（担当：水産振興課） 
1/14 なし ‐ 


